
社会福祉法人東松山市社会福祉協議会ホームページ広告掲載実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、社会福祉法人東松山市社会福祉協議会広告掲載要綱（平成２１年９

月１日制定。以下「要綱」という。）に基づき、社会福祉法人東松山市社会福祉協議会（以

下「協議会」という。）が管理するホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載する有料広告（以下「広告」という。）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告の種類） 

第２条 広告の種類は、バナー広告とし、ホームページ内に表示される広告画像で、広告

掲載の許可を受けた者（以下「広告主」という。）の指定するウェブページにリンクする

機能を有するものをいう。 

（広告掲載の要件） 

第３条 要綱第３条に規定する広告掲載の要件は、リンク先として広告主より指定された

ウェブページの内容についても摘要する。 

（広告の規格） 

第４条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。 

（１） 大きさ 縦５０ピクセル × 横１５０ピクセル 

（２） データ形式 GIF 形式又は JPEG 方式。ただし、アニメーション、ロールオーバ

ー等画像が変化するものは不可とする。 

（３）データ容量 ４キロバイト以下 

（広告掲載の位置） 

第５条 広告の掲載位置は、ホームページのトップページで協議会が指定する位置とする。 

（広告の掲載期間） 

第６条 広告の掲載期間は、原則として１ヶ月単位とし、連続して掲載できる期間は最長

１２ヶ月とする。ただし、再掲載は妨げない。 

（掲載開始日等） 

第７条 原則として、広告掲載開始日は月の初日とし、掲載終了日は月の末日とする。 

２ 掲載は原則として、掲載開始日の午後５時３０分までに開始し、掲載終了日の午後５

時３０分をもって終了する。 

（広告掲載希望者の募集） 

第８条 広告掲載希望者（以下「希望者」とする。）の募集は、協議会の広報及びホームペ

ージ等により行うものとする。 

（広告掲載の申込） 

第９条 希望者は、要綱の協議会広告掲載申込書（様式第１号）により、電磁的記録媒体

その他協議会の定める方法により広告原稿及び希望者の事業内容等が分かるものを添付

して、協議会会長（以下「会長」という。）に提出しなければならない。 

（広告掲載の決定） 

第１０条 会長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、要綱の協議会広告掲

載承諾（不承諾）決定書（様式第２号）により、希望者へ通知するものとする。 

（広告掲載料） 



第１１条 広告掲載料は、１枠につき月額３，０００円（税込み）とする。 

２ 広告主は、会長が指定する期日までに広告掲載料を一括して支払うものとする。 

（広告掲載原稿の作成及び提出） 

第１２条 広告主は、広告原稿（画像データ）を協議会が指定する期日までに提出するも

のとする。 

２ 広告原稿（画像データ）は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 

（広告内容等） 

第１３条 広告のデザイン及び内容は、ホームページのイメージを損なうことのないよう、

広告主と調整してから掲載するものとする。 

２ 広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用するときは、広告主において著作権や肖像

権の確認を行い、著作権料等が発生するときは広告主の負担とする。 

３ 会長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のウェブページの内容等が各種法令等に

違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又は要綱第３条に規定する要件に該当してい

ると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 

（広告掲載の取り下げ） 

第１４条 広告主は自己の都合により、ホームページへの広告掲載を取り下げることがで

きるものとする。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により会長に申し出な

ければならない。 

３ 第１項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、支払い済みの広告掲載料は返還し

ない。 

（広告掲載料の返還） 

第１５条 広告主の責に帰することのできない理由により、広告の掲載を取り消したとき

は、支払い済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。 

２ 前項の規定により還付する広告掲載料は、掲載を取り消した月の翌月以降の支払い済

月額の総額とする。 

３ 第１項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。 

 （広告掲載料の免除） 

第１６条 希望者が以下に該当する者の場合は、広告掲載料を協議会が指定した日から１

２ヶ月の間免除するものとする。 

（１） 当該年度の法人会員であり、かつ年額３口（１５，０００円）以上の会費納入者 

（２） 会長が特別の事由により免除が必要と認めた者 

（広告掲載期間の延長） 

第１７条 会長は、広告掲載期間内に、協議会の都合でホームページを一時的に閉鎖した

ときは、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長するものとする。ただし、閉鎖日数が１日

未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。 

（その他） 

第１８条 この要領に定めるもののほか、ホームページ広告に関して必要な事項は、会長

が別に定める。 



附 則 

 この要領は、平成２３年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年８月１日から施行する。 


